
令和８年度女性の再就職支援関係事業等に係る広報業務 

公募型プロポーザル説明書 

 

１ 業務の目的 

  広島県では、「女性のキャリア応援コーナー」（以下「コーナー」という。）において、県内で働くこ

とを希望する全ての女性等を対象に、就職活動等に関する個別の相談対応を行うことにより、女性等の

就職を支援している。 

（女性のキャリア応援コーナーHP：https://womens-careersupport.pref.hiroshima.lg.jp/） 

  本業務では、コーナー運営受託者と連携し、コーナーの認知度向上、さらにはコーナー利用者数の増

加に資する効果的な広報を実施する。 

  また、「令和８年度女性離転職者等キャリア形成・デジタル人材育成・就業支援に係る企画・運営業

務（以下「キャリア形成支援業務」という。）の受託者等とも連携し、同業務の周知のための広報も実

施する。 

 

 (1) 業務内容 

   別紙「令和８年度女性の再就職支援関係事業等に係る広報業務委託仕様書」のとおり 

 (2) 履行期間 

   契約締結日から令和９年３月 31 日まで 

 (3) 予算額 

   6,048,000 円（消費税及び地方消費税額を含む） 

 

２ 注意事項 

 (1) 公募型プロポーザル参加資格確認申請書 

  ①提出期限 

   令和８年２月 26 日（木）午後３時（必着） 

  ②提出書類 

   公募型プロポーザル参加希望者は、公告で定める公募型プロポーザル参加資格要件に応じ、次に掲

げる必要書類を提出しなければならない。 

   なお、グループで申請する場合は、グループの代表構成員が他の構成員の書類を取りまとめて提出

すること。 

  ◇提出書類 

書類名 内容 様式 

(ｱ) 公募型プロポーザル

参加資格確認申請書 

グループで参加する場合は、グループ名を記載した上で、

代表構成員が記入して提出すること。 
様式１ 

(ｲ) 事業概要説明書 
グループで参加する場合は、全ての構成員分について提

出すること。 

様式２ 

(ｳ) 電子データの保存等

に関する申出書 
様式３ 

(ｴ) グループ構成書 グループで参加する場合のみ提出すること。 様式４ 
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(ｵ) 委任状 グループで参加する場合のみ提出すること。 

代表構成員を除く、全ての構成員分について提出が必要。 
様式５ 

  ③提出方法 

   申請書等の提出は、持参、電子メール又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡

易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準ずるもの

に限る。（民間宅配業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。）ただし、グループの場合は、

委任状【様式５】の提出が必要であるため、持参又は郵送等に限ることとする。 

  また、郵便等による場合は、(1)①の期日までに必着することとする。 

 (2) 仕様書に対する質問 

   仕様書に対する質問がある場合は、仕様書等に対する質問書【様式６】を以下の期日までに、電子

メールにより提出すること。 

   なお、仕様書の別紙については、(1)①の期日までに公募型プロポーザル参加資格確認申請書を提

出した者に対して随時提供する。 

  ①提出期限 

   令和８年３月２日（月）午後５時（必着） 

  ②提出先 

   メール：syojinkei@pref.hiroshima.lg.jp（広島県商工労働局人的資本経営促進課宛） 

 (3) 上記(2)に対する回答日等 

   上記(2)に対する回答については、令和８年３月４日（水）までに、公募型プロポーザル参加資格

を有する者全員（グループの場合は代表構成員のみ）に回答する。 

 (4) 提案書提出場所及び期限 

  ①提案書提出場所：広島県商工労働局人的資本経営促進課 

  ②提案書提出期限：令和８年３月６日（金）午後３時（必着） 

 (5) 審査方法等 

  ①審査方法 

   提案書の内容を基に、令和８年度女性の再就職支援関係事業等に係る広報業務公募型プロポーザ

ル選定委員会が書面審査し、最優秀提案者を１者選定する。 

  ②審査内容 

   提案書について評価項目ごとに令和８年度女性の再就職支援関係事業等に係る広報業務公募型プ

ロポーザル選定委員会における書面審査に係る評価基準に基づいて点数化し、最も合計点が高い提

案をした者を最優秀提案者とする。（審査項目ごとに配点は異なる。） 

   なお、最優秀提案者として選定された場合でも、提案による業務については、協議の結果、実施し

ないこととする場合がある。 

   ※全委員の合計点が最低基準点 450 点（満点（750 点）の６割）に満たない提案は選定しない。 

  ③結果の通知 

   令和８年３月 11 日（水）に、全ての提案者（グループの場合は代表構成員にのみ）に対し通知す

る。 

 (6) 非選定者への理由説明等について 
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   ・最優秀提案者として選定されなかった者に対しては、その旨を書面により通知（グループの場合は

代表構成員にのみ通知）する。 

   ・上記の通知を受けた者は、広島県商工労働局人的資本経営促進課に対して、その理由説明を求める

ことができる。 

   ・この説明を求める場合は、令和８年３月 13 日（金）午後５時までに、その旨を記載した書類を提

出すること。 

  ・上記に対する回答は、令和８年３月 17 日（火）までに、書面により行う。 

 (7) 支払条件 

   業務完了後の一括払い（グループの場合は代表構成員に対する一括払い）とする。ただし、受注者

の請求により必要があると認められる場合は、委託料の全額又は一部を概算払することができる。 

 (8) 手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 (9) 参加者の負担について 

   申請書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

 (10) 注意事項 

  ・申請書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された申請書及び提案書を無効とするとと

もに、指名除外の措置を行うことがある。 

   ・提出された提案書は、返却しない。また、提案書は、最優秀提案者の選定以外に提案書の提出者に

無断で使用しない。ただし、広島県情報公開条例に基づき公開する場合には、使用することがあ

る。 

 

３ 契約事項 

 (1) 公募型プロポーザルに関する要領 

   公募型プロポーザル事務処理要領に基づき執行する。 

 (2) 契約の締結 

   公告に定めた方法により決定した最優秀提案者と、提出された提案書を基に協議を行い、協議が

整った場合に、県の契約担当職員が別途定める予定価格の範囲内で契約を締結する。この協議の際、

提出された提案書の内容等を一部変更する場合がある。 

   また、最優秀提案者と協議が整わない場合にあっては、次点の提案者と協議の上、契約を締結する

場合がある。 

 (3) 契約事項に関する規則 

   広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 

 (4) 契約保証金 

   公告に定めるとおり 

 (5) 地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約 

   適用なし 

 

４ 公正なプロポーザルの確保 



 (1) 公募型プロポーザル参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号）に抵触する行為を行ってはならない。 

 (2) 公募型プロポーザル参加者は、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容につい

て、いかなる相談も行ってはならず、独自に提案書を作成しなければならない。 

 (3) 公募型プロポーザル参加者は選考前に、他の参加者に対して提案書を意図的に開示してはならない。 

 (4) 公募型プロポーザル参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、プロポーザルを公正

に執行することができないと認められるときは、当該参加者をプロポーザルに参加させない、又はプ

ロポーザルの執行を延期もしくは取りやめることができる。 

 

５ その他 

 (1) 提案書提出後、県から提案書の内容について質問すること又は提案書の補正を指示することがあ

る。 

 (2) 申請書提出後、公募型プロポーザルへの参加を辞退する場合は、辞退届【様式７】を提出すること。 

  なお、この場合にあっても、提出された書類は返却しない。 

 

６ 添付書類 

 ・公告の写し 

 ・契約書（案） 

 ・仕様書（案） 

 ・公募型プロポーザル参加資格確認申請書【様式１】 

 ・事業概要説明書【様式２】 

 ・機密データの保存等に関する申出書【様式３】 

 ・グループ構成書【様式４】 

 ・委任状【様式５】 

 ・仕様書等に対する質問書【様式６】 

 ・辞退届【様式７】 

 ・提案書作成要領 

 ・評価基準 

 ・参考資料 

 

 

 

【問合せ先】 

 広島県商工労働局人的資本経営促進課 

 女性活躍グループ（担当者：山崎） 

 電話 082-513-3419 


